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北海道滝川市基本計画 

 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

（１）促進区域 

  設定する区域は、平成２９年１０月１日現在における北海道滝川市の行政区域とする。

面積は、概ね１１，５９０ヘクタール（滝川市面積）である。 

  なお、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域、絶滅の

おそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区は、本促進区

域には存在しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域の特色（地理的条件、インフラの整備状況、産業構造、人口分布の状況等） 

①地理的条件 

  滝川市は、北海道の中央西部に位置し、東は赤平市、西は石狩川を挟んで新十津川町・

雨竜町・妹背牛町、南は空知川を挟んで砂川市、北は深川市と接している。 

  地形的には、市の南部を国内屈指の長流石狩川と第１支流の空知川が合流し、両河川の

流れによって発達した沖積平野と河岸段丘及び丘陵地帯から成り立っている。 

  気候的には、亜寒帯湿潤気候に属する。年間平均気温は６．５℃であり、札幌より２度、

東京より１０度ほど低い。また、年間降水量は１，２１３.５㎜であり、温帯湿潤気候で

ある東京より少ないものの、同じ北海道の札幌より多少雨が多い。 

  自然災害の状況としては、地震の発生回数や台風の接近回数も極めて少なく、自然災害

のリスクが低い地域であるほか、内陸であるため津波の心配もないことから、工場等の安

定稼働が確保できる地域といえる。 
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②インフラの整備状況 

  交通インフラについては、鉄道が、北海道の主要鉄路である札幌や旭川を結ぶＪＲ函館

本線、道東へ延びるＪＲ根室本線が通っているため、特急利用で札幌から約５０分、旭川

駅から約３０分、新千歳空港から約１００分とアクセスが良く、上下線とも概ね３０分間

隔で運行されるので、利便性が高い。 

  また、道路網は、札幌から旭川に向う国道１２号、道東へ繋がる国道３８号、日本海へ

通じる国道４５１号と各方面への結節点に位置し、さらに、高規格幹線道路は、道央自動

車道が通り、滝川インターチェンジを有しているため、札幌から約６０分、旭川から約３

５分、新千歳空港から約９０分、旭川空港から約７５分で移動が可能である。 

  このことから、優位な交通条件を背景に、北海道における交通の要衝となっている。 

 

 重要地 距離 
(高速利用) 

時間 
(高速利用) 

空
港 

旭 川 空 港 約80km 約80分 

丘 珠 空 港 約90km 約70分 

新千歳空港 約130km 約90分 

重
要
湾
港 

留 萌 港 約70km 約60分 

石狩湾新港 約105km 約90分 

小 樽 港 約125km 約90分 

苫 小 牧 港 約145km 約100分 

主
要
都
市 

札 幌 市 約90km 約60分 

旭 川 市 約50km 約35分 

 

 

③産業構造 

  滝川市の産業別就業者数は、平成２７年では、第３次産業が１４，３６４人（７６．２％）

と最も高く、次いで第２次産業の３，５２５人（１８．７％）、第１次産業の９６１人（５．

１％）となっている。 

  基幹産業の一つである農業では、水稲、小麦、大豆等が主要作物である。また、搾油用

に栽培している作物でありながら、今や日本一の作付面積を誇り、滝川の観光資源になっ

た「菜種（菜の花）」は、景観の素晴らしさから、年々観光客が増加傾向にあり、「菜の花

まつり」には、過去最高の約１２万３千人（平成２７年）の観光客が訪れている。 

  なお、農業を基幹産業としながらも、商業機能の集積や流通機能の拠点から、卸売・小

売業も盛んな地域であり、最も就業者が多い産業である。 
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   ■産業別就業者数の割合（平成２７年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【資料】総務省統計局「国勢調査」 

 

 

   ■事業所数及び従業者数（平成２６年） 

 産業（大分類） 事業所数 従業者数 

１ 卸売・小売業 ４８２ ３，８８７ 

２ 複合サービス業 ３４２ １，７５７ 

３ 医 療 ・ 福 祉 ２０５ １，７８５ 

４ 製 造 業 １６９ ２，９２７ 

   【資料】総務省「平成２６年経済センサス－基礎調査」 

 

 

 ④人口分布の状況 

滝川市の人口は、旧江部乙町との合併や近隣市町の産業の発展とともに増加を続け、昭

和６０年に５２，００４人となったが、近隣産炭地の炭鉱の相次ぐ閉山とそれに伴う関連

産業の衰退が要因となり人口減少に転じ、平成２９年９月末日現在で４０，９５８人とな

っている。しかし、減少率は他市町に比べると低い状況にある。 
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２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

（１）目指すべき地域の将来像の概略 

  平成２７年における滝川市の産業別就業者の割合を見ると、市の就業者に占める農業の

割合は５．１％であるが、今後は地域の成長産業として見込んでいる。 

  また、滝川市は、札幌市と旭川市のほぼ中間に位置し、国道１２号・３８号・４５１号、

北海道縦貫自動車道及びＪＲ函館本線・根室本線が通っていることから、道央・道北・道

東・日本海側の主要都市を結ぶ交通の拠点となり、札幌、旭川、富良野、留萌まで約６０

分圏内と交通利便性の高い環境にあるとともに、中空知地域の産業の中心として位置付け

られている。 

  このことから、古くから交通の要衝として商業機能や流通機能が発展し、滝川市で最も

就業者が多い産業は、全体の１６．９％を占める卸売・小売業である。 

  一方、全国と比較し、滝川市は製造業への就業者数が少ない。製造業は地域雇用の増加

をもたらすなど地域活性化における重要な産業であることから、本市としては、市の特徴

である農業と卸売・小売業等の活用することが求められている。 

  そこで、物流・流通業の集積を生かすとともに、新たな企業の進出及び既存企業の新規

投資を促進することによって、農業生産から加工・流通・販売までを含めた農商工連携・

地域商社機能の獲得と、食と農を生かした産業拠点の形成及び雇用創出を目指す。 

 

（２）経済的効果の目標 

【経済的効果の目標】 

 現状 計画終了後 増加率 

付加価値額 －百万円 ２３０百万円 － 

 

（算定根拠） 

・北海道内の１事業所当たりの平均付加価値額３９．２百万円（平成２４年経済センサ

ス－活動調査）であることから、それよりやや高い４０百万円の付加価値額を創出す

る地域経済牽引事業を４件創出し、これらの地域経済牽引事業が促進区域で1.4倍の

波及効果を与え、促進区域で２３０百万円の付加価値を創出することを目指す。 

・２３０百万円は、促進区域の全産業付加価値（４０７億円）の約０．６％、製造業の

付加価値（１４億円）の約１６．４％であり、地域経済に対するインパクトが大きい。 

・また、ＫＰＩとして、地域経済牽引事業の平均付加価値額、地域経済牽引事業の新規

事業件数、促進区域の平均所得額を設定する。 

 

【任意記載のＫＰＩ】 

 現状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業の

平均付加価値額 
－ ４０百万円 － 

地域経済牽引事業の

新規事業件数 
－ ４件 － 

地域経済牽引事業の

雇用創出数 
－ ２２名 － 
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３ 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

本計画において、地域経済牽引事業とは以下の（１）～（３）の要件を全て満たす事業を

いう。 

 

（１）地域の特性の活用 

「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点

からみた地域の特性に関する事項」において記載する地域の特性及びその活用戦略に沿っ

た事業であること。 

 

（２）高い付加価値の創出 

  地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が

３，９２０万円（北海道の１事業所あたり平均付加価値額（平成２４年経済センサス－活

動調査））を上回ること。 

 

（３）地域の事業者に対する相当の経済的効果 

  地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内

において、以下のいずれかの効果が見込まれること。 

①促進区域に所在する事業者の売上げが開始年度比で５．５％増加すること 

②促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で８．８％又は２人増加すること 

 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（重点

促進区域）を定める場合にあっては、その区域 

  本計画では重点促進区域は定めない。 
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５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみ

た地域の特性に関する事項 

（１）地域の特性及びその活用戦略 

 ①滝川市の北海道縦貫自動車道等の交通インフラを活用した物流関連分野 

 ②滝川市のお米等の特産品を活用した農商工連携・地域商社分野 

 

（２）選定の理由 

 ①滝川市の北海道縦貫自動車道等の交通インフラを活用した物流関連分野 

  滝川市は、函館市を起点とし、札幌市や旭川市を経由して稚内市に至る延長約６８１㎞

の北海道縦貫自動車道（道央自動車道）が通り、滝川インターチェンジが設置されている

とともに、道央・道北方面へ国道１２号、道東方面へ国道３８号、日本海側へ国道４５１

号など、各方面への結節点に位置し、交通利便性に優れていることから、自動車による輸

送条件が整っている。 

  さらに、鉄道交通に関しても、函館駅を起点に、小樽駅や札幌駅を経て旭川駅を結ぶＪ

Ｒ函館本線と、滝川駅を起点に、帯広駅や釧路市を経て根室駅を結ぶ根室本線が通ってい

る。また、滝川駅がコンテナ貨物の取扱駅として、１日１往復の札幌貨物ターミナル駅と

北旭川駅を結ぶ高速貨物列車が停車することから、鉄道による貨物輸送も利便性が高い。 

  特に、これらの交通インフラによって札幌・旭川の二大都市まで約６０分圏内にあるこ

と、国内貿易取扱貨物量全国一の苫小牧港まで約１００分、その他重要港湾である小樽港、

石狩湾新港、留萌港まで約９０分圏内にあること、さらに、２４時間空港である新千歳空

港をはじめ、旭川空港や札幌飛行場まで約８０分前後の圏内にあることは大きな優位性で

あり、流通関連企業が複数集積している一因でもある。 
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275 
12 

38 451 

12 
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  具体的には、本市には、運輸業・郵便業の事業所数が５１件、従業者数が８７８人、ま

た、卸売・小売業の事業所数が４８２件、従業員数が３，８８７人となっている。全産業

に占める物流及び流通関連企業の割合は、事業所数で２６．３％、従業者数で２７．１％

と抜き出ている。 

  この交通インフラの優位性等により、本市は道央空知地域の物流の結節点として機能し

ている。この道内各地から効率的に農産物等を集荷できる立地条件や能力、交通インフラ、

物流・流通機能等の特性を生かすことができれば、本市を起点に海外需要の獲得を目指す

農業者や中小食料品製造事業者等に対し様々なメリットをもたらすことができる。例え

ば、小ロットで商材を受け入れ、それらを束ね、後述の②で述べているような効率的・安

定的な供給体制が整えば、滝川発の地域商社として海外との商流を構築することが可能と

なる。 

  以上を踏まえ、交通インフラを生かした物流関連産業の高付加価値で地域経済に波及効

果が高い事業を創出し、市の産業に好循環をもたらし、地域の稼ぐ力の底上げを図る。 

 

 ②滝川市のお米等の特産品を活用した農商工連携・地域商社分野 

  滝川市の主要農産物は、米（ゆめぴりか・ななつぼし）を中心に、幻の小麦ハルユタカ、

生産量日本一のナタネ、キタワセそば、大豆などが主力であるほか、「なばな」、「りんご」、

「トマト」、「いんげん」、「アスパラ」、「ごぼう」など、蔬菜類に関しては多品種生産を行

っている。 

また、畜産の面では、あいがもの生産やホクレンスワインステーションによるＳＰＦ豚

の生産も行われている。 

 

■滝川市の農作物の作付け面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米
43.8%

小麦
14.6%

そば

11.4%

大豆
3.5%

なたね
2.1%

アスパラ
0.4%

トマト
0.1%

たまねぎ
1.0%

りんご
0.04% その他

23.2%

作付面積比

耕地面積 5,140ha 

うち 田 3,780ha 

畑 1,360ha 
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■滝川管内 農産品目別一覧（平成25年度） 

品名 作付面積 収穫量 備考（品種） 

米 2,250ha 12,900t 

ななつぼし 1,272.0ha 
ゆめぴりか  471.8ha 
きらら397  314.7ha 
おぼろづき   58.7ha 

小麦 748ha 2,430t 
きたほなみ  557.0ha 
春 よ 恋  116.0ha 
ハルユタカ   48.2ha 

大豆 179ha 430t 
ス ズ マ ル  116.0ha 
ユキシズカ   46.6ha 

黒大豆（黒千石・祝黒） 11ha 23t  

そば 586ha 304t  

たまねぎ 51ha 444t  

トマト 7ha 6t  

なたね（ｷｻﾞｷﾉﾅﾀﾈ） 108ha 218t  

アスパラ 18ha 26t  

りんご 20ha 257t  

 

■水稲の市町村別収穫量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■なたねの市町村別収穫量      ■そばの市町村別収穫量 
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  これら農産品の付加価値を高める取組として、本市では農商工連携事業等の活用を推進

しており、滝川の農産物の高付加価値化に繋がった事例も出てきている。 

  日本の農産品に対しては、アジアを中心に根強い人気があり、特に北海道産は圧倒的な

ブランド力があることから、今後、本市の農産品の海外展開にも力を入れていく。具体的

には、経済産業省の「農商工連携等によるグローバルバリューチェーン構築事業」に市内

の卸売事業者が採択され、本事業で最新式氷点冷蔵保管設備を導入することで、予冷技術

が向上し、農産物の鮮度保持輸送が可能となるほか、保管機能の向上により、天候、気候

条件、出荷可能期間などに左右される農産物等の需給アンバランスが解消され、効率的・

安定的に供給できる体制（コールドチェーン）が構築された。今後は、コスト面や品質面

でより安定した体制となった時点で、本格的な輸出に繋げることが可能である。 

  以上のことから、農産物・食品の新たな市場開拓を促進しつつ、生産から加工（高付加

価値化）・流通（販路拡大）・販売（売上増）までを効果的に循環させることができる高付

加価値で地域経済に波及効果が高い事業を創出ことによって、地域経済の活性化を目指

す。 
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６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他の地域

経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

（１）総論 

  「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点

からみた地域の特性に関する事項」に記載のような滝川市の様々な特性を生かした地域経

済牽引事業を支援していくためには、地域の事業者のニーズをしっかりと把握し、適切な

事業環境の整備を行っていく必要がある。 

  事業者ニーズを踏まえた各種事業環境整備にあたっては、国の支援策の活用も検討する

等、事業コストの低減や滝川市独自の強みを積極的に活用する。 

 

 

（２）制度の整備に関する事項 

 ①固定資産税等の減免措置の創設等 

  滝川市では、活発な設備投資が実施されるよう、一定の要件を課した上で、「滝川市企

業立地促進等のための固定資産税の免除に関する条例」の制定を予定している。 

  また、北海道においては、活発な設備投資が実施されるよう、一定の条件を課した上で、

不動産取得税の減免措置に関する条例を制定しており、地域経済牽引事業の用に供する施

設を設置した場合の不動産取得税及び道固定資産税について、今後対象とする一部改正を

予定している。 

 

②企業立地促進のための低利融資 

  滝川市では、経営の近代化に資する事業用地の取得資金及び工場等又は機械設備の設備

投資資金を図ることを目的とした「産業立地資金」と、起業、事業規模の拡大、事業の多

角化、業種転換及び新技術、新製品等の開発、活用等を行う中小企業者等に対し、必要な

運転資金及び設備資金の調達を支援し、企業の事業活動の成長に資することを目的とした

「産業創造パワーアップ資金」を整備しており、低利での融資が可能である。 

 

 ③産業創出促進助成金事業 

  滝川市では、産業振興、雇用創出、地域経済の活性化に繋がる市民の活動や企業の新分

野進出、起業化など、前向きな新しい事業の取組に対して支援する助成金を整備しており、

農商工連携等の新たな取組に関する事業については、ポイントが高い。 

 

 ④北海道産業振興条例に基づく助成措置 

地域未来投資促進法の促進区域を北海道産業振興条例に基づく企業立地を促進するた

めの助成の措置の対象地域として設定する。 

 

（３）情報処理の促進のための環境の整備（公共データの民間公開に関する事項等） 

 ○研究機関や支援機関が有する分析・解析結果、技術情報の情報提供 

  地域企業の技術力向上のために、研究機関や支援機関が保有している情報であって、開
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示可能な情報については、インターネット等により公開を進めていく。 

 

 

（４）事業者からの事業環境整備の提案への対応 

  北海道経済部産業振興局産業振興課内及び滝川市産業振興部産業振興課内において、事

業者の抱える課題解決のための相談窓口を設置する。 

  また、事業環境整備の提案を受けた場合の対応については、北海道及び庁内関係部局と

連携して対応していくものとする。 

 

 

（５）その他の事業環境整備に関する事項 

  地域経済牽引事業の促進にあたっては、滝川市、滝川商工会議所、江部乙商工会、たき

かわ農業協同組合、北門信用金庫の５団体で構成された滝川市産業活性化協議会と連携を

図る。 

 

 

（６）実施スケジュール 

取組事項 平成２９年度 
平成３０年度 

～令和４年度 

令和５年度 

（最終年度） 

【制度の整備】 

①固定資産税等の

減免措置の創設

等 

[滝川市]３月議会

に条例案提出、審議 

[北海道]１２月に

不動産取得税及び

道固定資産税の課

税免除措置に関す

る条例の改正を予

定 

運用 運用 

②企業立地促進の

ための低利融資 

制定済み、運用 

・中小企業特別融資

制度 

・産業立地資金 

運用 運用 

③産業創出促進助

成金事業 

募集・運用 募集・運用 募集・運用 

④北海道産業振興

条例に基づく助

成措置 

条例施行規則改正

準備等 

改正規則の施行 改正規則の施行 

【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等）】 
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①研究機関や支援

機関が有する分

析・解析結果、技

術等の情報提供 

随時実施 同左 同左 

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

相談窓口の設置 基本計画の同意に

合わせて相談窓口

を設置 

同左 同左 

【その他】 

滝川市産業活性化

協議会 

随時開催 同左 同左 

 

 

７ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

（１）支援の事業の方向性 

  地域一体となった地域経済牽引事業の促進にあたっては、滝川市産業活性化協議会、滝

川商工会議所及び金融機関など、地域の支援機関がそれぞれの能力を十分に連携して支援

の効果を最大限発揮できるように事業を実施し、地域経済牽引事業を支援していく。 

 

（２）地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法 

  ①滝川市産業活性化協議会（滝川市・滝川商工会議所・江部乙商工会・たきかわ農業協

同組合・北門信用金庫） 

   産業創出促進助成事業やＴＡＫＩ－Ｂｉｚ（タキビズ）相談窓口の設置により、地場

の産業支援を行うとともに、雇用促進を図っている。 

   また、平成２８年には、創業塾「Ｂ！Ｚ Ｃａｆｅ なかそらち」を設け、起業を希

望する方々に対し、創業にあたっての基礎知識や手続のほか、経営、財務、人材育成、

販路開拓など、専門家の指導と相互の情報交換を通じた創業をサポートしている。 

   さらに、今年度からＴＡＫＩ－Ｂｉｚでは、北門信用金庫の支援を受け、滝川商工会

議所内に事業承継・創業専門相談窓口を開設し、事業承継等に関する相談体制の強化を

図っている。 

  

  ②滝川商工会議所 

   上記①の滝川市産業活性化協議会に参画し、地域経済の発展を図る事業に取り組むと

ともに、ターゲット市場の見つけ方、ビジネスモデルの構築の仕方、売れる商品・サー

ビスの作り方、適正な価格の設定と効果的な販売方法について、創業支援事業計画の策

定、許認可・手続き、コア事業の事業展開の可能性や関連企業への拡大可能性を支援し

ている。 

 

  ③株式会社北洋銀行 

   滝川市と株式会社北洋銀行は、地方創生に関する地域経済の活性化に資する事業など
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の実施において、積極的な連携及び協力を行うことによって滝川の発展に寄与すること

を目的に、包括連携協定を締結するとともに、地域経済分析を基にした産業支援連携や

地場企業の採用成功に向けたプロジェクト等に取り組んでいる。 

 

 

  ④北門信用金庫 

   上記③の株式会社北洋銀行と同じく、滝川市と北門信用金庫は、地方創生等に関する

包括連携協定を締結し、産業支援や雇用機会創出等に、株式会社北洋銀行と相互連携す

る中、各種事業に取り組んでいる。 

   また、滝川市産業活性化協議会にも参画し、上記②のとおり、商工会議所内に開設し

た相談窓口において当行の職員を派遣し、個々の事業者の相談に応じるほか、その掘り

起しのための事業所訪問や専門機関のアドバイス・橋渡しなどにも取り組んでいる。 

 

 

８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 

（１）環境の保全 

  新規開発を行う場合は周辺土地利用に鑑み、可能な限り自然環境に影響を与えないよう

に配慮し、環境関連法令の遵守や環境保全・環境負荷の低減に向けた十分な配慮を行い、

地域経済牽引事業の活動においては環境保全に配慮し、地域社会との調和を図っていくも

のとする。 

特に、大規模な地域経済牽引事業を行うこととなった場合には、当該事業の活動等が住

民の理解を得られるよう、必要に応じて、企業、行政が連携して住民説明会等を実施する

等、周辺住民の理解を求めていく。 

また、廃棄物の軽減・リサイクルの積極的な推進や自然エネルギーの利活用等の温暖化

対策について、必要な情報を提供するとともに、廃棄物の不法投棄を許さない環境づくり

のための広報啓発活動を推進し、地域における環境等に対する規範意識の向上を目指す。 

  なお、滝川市は平成１６年１０月に滝川市環境基本条例を制定し、また、平成１８年３

月には、「たきかわ『環のまち』物語～滝川市環境基本計画・地域行動計画～」を策定す

るなど、環境の保全に対して独自の制限を設けており、引き続き、条例及び本計画に基づ

き環境の保全に配慮した上で地域経済牽引事業の促進を行う。 

 

（２）安全な住民生活の保全 

  地域の安全と平穏の確保は、環境保全と同様、地域の発展にとって欠かすことのできな

い要素である。犯罪及び事故のない安全で安心して暮らせる地域社会を作るため、犯罪・

事故の発生防止に向けた啓発などにより住民一人ひとりの防犯意識を高めるとともに、警

察、学校、住民、企業の積極的な連携の下、より一層、地域ぐるみの体制強化を図ってい

く。 

  また、交通事故を防止するため、企業の事業所付近、特に頻繁に車両が出入りする箇所

や交差点等、危険性が高いと思われる箇所については、ミラーの設置や警備員の配置等を

求めていく。 
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（３）その他 

 ①ＰＤＣＡ体制の整備等 

ＰＤＣＡ体制については、滝川市産業振興部を中心に関係部課長による会議を毎年６月

に開催し、本計画と承認地域経済牽引事業計画に関する効果の検証を取りまとめる。 

 また、取りまとめた結果については、滝川市産業活性化協議会において報告し、助言を

求める。 

  

 

９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本

的な事項 

  本計画では土地利用の調整を行わない。 

 

１０ 計画期間 

本計画の計画期間は、計画同意の日から令和５年度末日、又は、企業立地の促進等に

よる地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律（平

成 29年法律第 47号）附則第７条第１項に基づき地域経済牽引事業の促進による地域

の成長発展の基盤強化に関する法律（平成 19年法律第 40号）の施行の状況について

検討を加え、その結果に基づいて変更された地域における地域経済牽引事業の促進に

関する基本的な方針（以下「新基本方針」という。）に基づいて、令和５年度末日ま

でに改めて基本計画（以下「新基本計画」という。）を作成する場合は、当該新基本

計画の同意日の前日のいずれか早い日までとする。 

（新基本方針に基づいて新基本計画を令和５年度中に作成する予定である。そのた

め、令和５年度をその準備期間として位置づけ、計画期間を令和５年度末日、又は、

新基本方針に基づいて、令和５年度末日までに改めて新基本計画を作成する場合は、

当該新基本計画の同意日の前日のいずれか早い日までとする。） 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 


